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(57)【要約】
【課題】光の明暗の縞模様の発生を防止し、より均一な
照度分布を得る照明モジュールを提供する。
【解決手段】照明モジュール１００は、光源と、光源か
らの光が入射する入射面、入射面に隣接し、かつ互いに
対向して、入射面から入射した光を全反射させる第１全
反射面及び第２全反射面、及び入射面に対向し、第１全
反射面及び第２全反射面の間を全反射しながら進行した
光を拡散させて出射する出射面２２を有する導光体２と
、を備える。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　上記光源からの光が入射する入射面と、当該入射面に隣接し、かつ互いに対向して、上
記入射面から入射した光を全反射させる第１全反射面及び第２全反射面と、上記入射面に
対向し、上記第１全反射面及び第２全反射面の間を全反射しながら進行した光を拡散させ
て出射する出射面とを有する導光体と、を備えることを特徴とする照明モジュール。
【請求項２】
　上記出射面は、上記入射面と平行ではないことを特徴とする請求項１に記載の照明モジ
ュール。
【請求項３】
　上記出射面は粗面であることを特徴とする請求項１または２に記載の照明モジュール。
【請求項４】
　上記出射面には、上記第１全反射面及び第２全反射面の間を全反射しながら進行した光
を拡散させるとともに反射させる拡散反射層が形成されていることを特徴とする請求項１
から３の何れか１項に記載の照明モジュール。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の照明モジュールと、
　上記光源を点灯させる点灯手段と、を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項６】
　上記出射面から出射された光の進行方向が床面に向かう方向となるように設置されるこ
とを特徴とする請求項５に記載の照明装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内照明として使用される照明モジュールに関し、更に詳しくは、光源と導
光体とを含み、光源からの光が導光板を通して発光面から出射する照明モジュール、およ
びこれを備えた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、導光板を利用した薄型の照明装置が種々提案されている。特許文献１には、複数
個の光源と、光源と光学的に結合された透光性を有する材料からなる導光板とから構成さ
れた照明器具が提案されている。上記照明器具では、光源からの光を導光板の端面（入射
面）から入射させ、導光板の一面に設けた反射層により他面側へ光源の光が出射される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－８０５３９号公報（２００７年３月２９日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に示された照明器具では、反射層を設けた面と対向する面の
他に、導光板の入射面と対向して位置する端面からも光が出射される。端面からの出射光
は、端面からの出射角度に応じて光量の強弱が交互に発生することがあり、端面からの出
射光を床面等の被照射面に照射した場合、明暗の縞模様が投影されてしまう。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、光の明暗の縞模様の発生を
防止し、より均一な照度分布を得ることが可能な照明モジュール、及び照明装置を実現す
ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の照明モジュールは、（１）光源と、（２）上記
光源からの光が入射する入射面と、当該入射面に隣接し、かつ互いに対向して、上記入射
面から入射した光を全反射させる第１全反射面及び第２全反射面と、上記入射面に対向し
、上記第１全反射面及び第２全反射面の間を全反射しながら進行した光を拡散させて出射
する出射面とを有する導光体と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　第１全反射面及び第２全反射面の間を全反射しながら進行する光は、入射面と出射面と
の距離が所定の条件を満たす場合、出射面に到達したときに出射面に対する角度に応じて
光量の強弱が交互に発生する強弱が発生する。しかしながら、上記の構成によれば出射面
が光を拡散させて出射するため、このような出射面に対する角度に応じて光量の強弱を抑
えることができ、被照射面における光の明暗の縞模様を発生させることなく均一に照射さ
せることができる。
【０００８】
　さらに、本発明の照明モジュールにおいて、上記出射面は、上記入射面と平行ではなく
てもよい。これにより、入射面に対する出射面の角度を適宜変えることにより、照射方向
を変更させることができる。
【０００９】
　さらに、本発明の照明モジュールにおいて、上記出射面は粗面であることが好ましい。
これにより、拡散シートなどの別の部材を使用することなく、光の拡散性を有する出射面
を容易に実現することができる。
【００１０】
　さらに、本発明の照明モジュールにおいて、上記出射面には、上記第１全反射面及び第
２全反射面の間を全反射しながら進行した光を拡散させるとともに反射させる拡散反射層
が形成されていてもよい。これにより、照射方向を容易に変更させることができる。
【００１１】
　また、本発明の照明装置は、上記の照明モジュールと、上記光源を点灯させる点灯手段
と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　上記の構成によっても、光の明暗の縞模様の発生を防止し、より均一な照度分布を得る
ことが可能な照明装置を実現することができる。
【００１３】
　さらに、本発明の照明装置は、上記出射面から出射された光の進行方向が床面に向かう
方向となるように設置されることが好ましい。これにより、床面や卓上を均一に照射する
ことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の照明モジュールまたは照明装置によれば、光の明暗の縞模様の発生を防止し、
より均一な照度分布を得ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る照明モジュールの構成を示す斜視図である。
【図１Ｂ】照明モジュールの内部構造を示す、図１（Ａ）におけるＸ－Ｘ断面図である。
【図２】照明モジュールが備える光源の構成を示す図である。
【００１６】
　上記液晶表示装置が備えるシャーシの全体構成を示す斜視図である。
【図３】固定部材に対する導光体の位置決め方法を示す図である。
【図４】導光体を固定部材に固定するための別の方法を示す図である。
【図５Ａ】従来の導光体による照射状態を示す図である。
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【図５Ｂ】本発明の実施形態に係る導光体による照射状態を示す図である、
【図６Ａ】出射面の形状をテーパー型としたときの出射光の方向を示す図である。
【図６Ｂ】出射面の形状をテーパー型とし、出射面に拡散反射層を形成したときの出射光
の方向を示す図である。
【図７】照明モジュールを備えた照明装置を示す斜視図である。
【図８】本発明の別の実施形態に係る照明モジュールの照射方向を示す図である。
【図９】導光体の形状と光量の強弱との関係を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　＜実施形態１＞
　以下、本発明の実施形態１に係る照明モジュール１００について、図１～図７に基づい
て説明する。なお、図面において、同一の参照符号は、同一部分または相当部分を表すも
のとする。
【００１８】
　図１（Ａ）は、本実施形態に係る照明モジュール１００を示す斜視図であり、図１（Ｂ
）は、照明モジュール１００の内部構造を示す図であり、図１（Ａ）におけるＸ－Ｘ断面
図である。
【００１９】
　（照明装置の構成）
　本実施例における照明モジュール１００は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示すように、
光源１と、導光体２と、光源１と導光体２とを固定する固定部材３と、結合部反射部材４
を備えている。
【００２０】
　（導光体について）
　導光体２は、主に透光性をもつアクリル樹脂から成り、光源１からの光が入射する入射
面２１と、入射面２１に対向し、入射面２１から入射された光が出射する出射面２２とを
有している。また、導光体２は、入射面２１に隣接し、かつ互いに対向して、入射面２１
から入射された光を全反射させる第１全反射面２３及び第２全反射面２４を有している。
これにより、入射面２１から入射した光は、第１全反射面２３及び第２全反射面２４によ
り全反射を繰り返しながら出射面２２に到達して出射する。
【００２１】
　なお、本実施形態では導光体２は板状であり、互いに対向する入射面２１及び出射面２
２がその端面となっており、第１全反射面２３及び第２全反射面２４が厚み方向に垂直な
面となっている。
【００２２】
　また、本実施形態では、導光体２として使用する材質をアクリル樹脂としているが、材
質についてはこれに限らず、例えばＰＣ（ポリカーボネート）やＰＳ（ポリスチレン）等
の透光性を有しており、かつ、導光した光が出射面２２から光を取り出すことが可能な材
質であればよい。
【００２３】
　（光源について）
　光源１は、導光体２の入射面２１に対向して配置されている。本実施形態では、光源１
は複数のＬＥＤにより構成されている。光源１は、光源制御手段（図示しない）によって
、光出力が調整され、その結果、入射面２１に入射される光量が調整される。
【００２４】
　図２は、光源１の詳細な構成を示す図である。光源１は、白色ＬＥＤ１１１と電球色Ｌ
ＥＤ１１２とを複数有しており、白色ＬＥＤ１１１と電球色ＬＥＤ１１２とが交互に並び
列状に配置されている。このような構成とすることで、出射面２２からの取り出し光の色
調調整が可能となっている。例えば、出射面２２から白色の光を取り出したい場合は、白
色ＬＥＤ１１１のみを点灯させればよく、電球色の光を取り出したい場合は、電球色ＬＥ
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Ｄ１１２のみを点灯させればよい。また、白色ＬＥＤ１１１と、電球色ＬＥＤ１１２を同
時に点灯し、各色の光量の割合を調整することにより、出射面２２からの取り出し光の色
調を変化させることが可能となる。
【００２５】
　さらに、光源１は、光源制御手段により光量および色調の制御を行うことが可能となっ
ている。
【００２６】
　なお、本実施形態では、色調制御を行うための光源の構成として、列状に配置された白
色と電球色のＬＥＤ（発光体）を使用しているが、使用する発光体の種類や色、配列につ
いてはこれに限らず、目的に応じて種類や色、配列、個数を適宜決定すればよい。
【００２７】
　（結合部反射部材について）
　光源１と導光体２との結合部近辺には、結合部反射部材４が設けられている。光源１か
ら出射される光は拡がりをもっているため、放射角の大きい一部の光は入射面２１に入射
されない。よって、入射面２１から外れてしまう光を反射により再度入射面２１に導き、
光源１からの光の利用効率を向上できるように、結合部反射部材４が配置されている。
【００２８】
　（固定部材について）
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示すように、光源１と導光体２との結合部付近は、固定部
材３によって挟まれる形で覆われているため、塵や埃の進入を防ぐことが可能となってい
る。
【００２９】
　固定部材３には光源１がねじ止めや接着テープ等の手段により固定されている。
【００３０】
　図３は、固定部材３に対する導光体２の位置決め方法を示す図である。図３に示すよう
に、固定部材３に位置決め用凸部３１が設けられており、導光体２に受け部２５が設けら
れており、固定部材３に対する導光体２の位置決めは、位置決め用凸部３１と受け部２５
とを係合することで行われている。
【００３１】
　固定部材３には光源１が取り付けられているため、位置決め用凸部３１と受け部２５と
を係合することで、光源１と導光体２の入射面２１との位置合わせを正確かつ容易に行う
ことが可能となっている。
【００３２】
　また、導光体２の受け部２５は、固定部材３に設けられた位置決め用凸部３１により係
合されているため、固定部材３より導光体２が脱落することを防止する構造となっている
。
【００３３】
　ここで、位置決め用凸部３１と、受け部２５とを係合させた状態において、位置決め用
凸部３１と受け部２５との間には空隙を有していることが好ましい。これは、光源１から
発生する熱や、環境温度の変化による導光体２の膨張や収縮が生じたとしても、導光体２
に応力が加わることを防ぎ、導光体２の歪みや撓みを防止するためである。
【００３４】
　なお、本実施形態では、導光体２の受け部２５との係合手段として位置決め用凸部３１
を用いているが、これに限らず、例えば図４のように、ねじ３２を用いるなど、導光体２
の固定部材３からの脱落を防止可能な構成であればよい。
【００３５】
　また、受け部２５の形状についても、本実施形態ではＵ字型としているが、位置決め用
凸部３１やねじ３２等の位置決め構造に係合可能な形状であればこれに限らない。
【００３６】
　また、位置決め用凸部３１と受け部２５との大きさ、形状、位置、個数については、照
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明モジュール１００の仕様により適宜設定されればよい。
【００３７】
　また、固定部材３の形状についてはデザイン性等を考慮して決定されればよい。固定部
材３には光源１が固定されているため、点灯時に光源１から発生した熱を効率よく伝熱し
、外部に放熱できるよう、固定部材３の材質としては、熱伝導率の高い金属材料とするこ
とが好ましい。
【００３８】
　（導光体の出射面について）
　本実施形態では、導光体２の出射面２２は、粗面となっており、出射面２２を通過した
光を拡散して出射する機能を有している。粗面とは、平滑化する研磨処理が施されておら
ず、微小な凹凸が多数存在している状態であり、明暗の縞模様を生じさせない面である。
【００３９】
　図９は、導光体の形状と光量の強弱との関係を説明する図である。図９に示すように、
板状の導光体２の厚さをt、入射面２１と出射面２２との間の距離をＬ、光源１の最大出
射角度をθとした場合、
Ｌ≧ｔ／（２ｔａｎθ）
の条件を満たすと、入射面２１から入射した光が出射面２２に到達する際、出射面２２に
対する角度に応じて光量の強弱が交互に発生する。これは、導光体２の内部において光が
第１全反射面２３及び第２全反射面２４により全反射することが原因となっている。一方
、従来の導光体では出射面となる端面を含む全ての端面が研磨されている。そのため、従
来の導光体では、出射面に対する角度に応じた光量の強弱を有したまま、出射面から光が
照射されることとなる。その結果、図５（Ａ）に示されるように、導光体の端面である出
射面からの出射光を床面等の被照射面に照射した場合、明暗の縞模様が投影されてしまう
。
【００４０】
　しかしながら、本実施形態のように出射面２２を粗面として、出射面２２に光の拡散性
を付与することによって、光量の強弱を抑えることが可能となる。その結果、図５（Ｂ）
のように、床面等の照射面において、より均一な照度分布を得ることが可能となる。
【００４１】
　ここで、出射面２２に光の拡散性を付与するために本実施形態では出射面２２を粗面と
しているが、出射面２２に光の拡散性を付与する手段はこれに限らず、例えば、研磨面で
ある出射面２２に透光性を有する拡散シートを貼り付ける等、出射光を拡散させ、出射角
度に応じた光量の強弱の発生を抑える方法であればこれに限らない。
【００４２】
　（出射面の形状）
　出射面２２は、入射面２１と平行であってもよいし、照射対象となる照射面の位置に応
じて入射面２１に対して傾斜した状態であってもよい。
【００４３】
　例えば、図６（Ａ）に示されるように、出射面２２の形状をテーパー型とすることで、
出射面２２からの出射光の方向を変更することが可能である。これにより、任意の位置の
照射面に照射することができる。また、上述したように出射面２２を粗面にすることで、
任意の照射面に対して明暗の縞模様のない均一な照度分布を得ることが可能となる。
【００４４】
　さらに、図６（Ｂ）のように、出射面２２の形状をテーパー型とし、テーパー型の出射
面２２に拡散反射層５を設置した場合も、拡散反射層５での反射により出射光の方向を変
更することが可能である。拡散反射層５の形成手段としては、出射面２２を粗面とし、出
射面２２上に反射シートや反射塗料等を用いて反射層を形成すればよい。
【００４５】
　また、出射面２２が研磨面の場合は、出射面２２上に拡散反射シートや拡散反射塗料等
を用いて、出射面２２に光の拡散性を付与するとともに反射性をも付与する反射層を形成
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すればよい。
【００４６】
　また、ここでは出射面２２の形状をテーパー型としているが、形状はこれに限らず、例
えばＲ形状等、出射面２２からの出射光の方向を変更可能な構造であればよい。
【００４７】
　（照明装置）
　次に、本実施形態に係る照明モジュールを用いた照明装置について説明する。図７は、
本実施形態に係る照明装置の一例を示す図である。
【００４８】
　図７に示される照明装置１０は、点灯部２０と、照明モジュール１００と、点灯部２０
と照明モジュール１００とを連結するためのワイヤー３０とを含む。
【００４９】
　点灯部２０は、光源１を発光させるための電力を供給するためのものであり、天上面に
設置される。照明モジュール１００は、点灯部２０からワイヤー３０により吊り下げられ
ている。ワイヤー３０の下端は、照明モジュール１００の固定部材３に連結されている。
点灯部２０と光源１間の配線方法としては、吊り下げ用のワイヤー３０を配線として兼用
しても良いし、点灯部２０と光源１とを繋ぐ配線をワイヤー３０とは別に配してもよい。
【００５０】
　また、照明モジュール１００の仕様によっては、天井に直接固定してもよい。直接固定
の場合は、天井に配置された点灯部２０と光源１とを配線によって接続すればよい。
【００５１】
　出射面２２から出射された光の進行方向が床面に向かう方向とするために、図７に示す
ように照明モジュール１００を配置することで、床面や卓上において明暗の縞模様のない
均一な照度分布を得ることが可能となる。
【００５２】
　＜実施形態２＞
　本発明の実施形態２に係る照明モジュールについて図８に基づいて説明する。図８は、
本実施形態に係る照明モジュール２００の照射方向を示す図である。図８に示されるよう
に、本実施形態に係る照明モジュール２００は、第１全反射面２３及び第２全反射面２４
の少なくとも一方の面の一部に拡散パターンが施されており、当該面において導光体２の
内部を進行している光の一部を出射させることができる点で実施形態１と異なる。
【００５３】
　第１全反射面２３及び第２全反射面２４の少なくとも一方の面に施される拡散パターン
は、拡散印刷、プリズム、マイクロレンズ等で形成される。これら拡散パターンにより、
入射面２１から入射される光源１からの光の一部を、拡散パターンが形成された第１全反
射面２３や第２全反射面２４から取り出すことができる。すなわち、入射面２１から入射
された入射光は、全反射を繰り返して導光体２の内部を導光するが、第１全反射面２３及
び第２全反射面２４の少なくとも一方の面の一部に施された拡散パターンに光が入射する
と、入射光が拡散パターンにより拡散させることで全反射条件が崩れ、導光体２から光が
取り出される。
【００５４】
　上記構造によれば、図８に示すように、第１全反射面２３及び第２全反射面２４の少な
くとも一方の面の一部に拡散パターンを施すことによって、出射面２２の他にも第１全反
射面２３や第２全反射面２４の一部からも光を取り出すことが可能となるため、照射領域
をより広域化することが可能となる。
【００５５】
　ここで、導光体２の第１全反射面２３及び第２全反射面２４の少なくとも一方の面から
光を取り出すために拡散性を付与する手段としては、上記拡散パターンを施す方法に限ら
ず、例えば、透光性の材料の全体または表層付近に、拡散性を有する材料が混入された成
型物を導光体２として用いても同様の効果を得ることができる。
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【００５６】
　また、出射面２２は粗面とすることで拡散性が付与されているため、出射角度に応じた
光量の強弱の発生を抑えられ、照射面における明暗の縞模様の発生を防ぐことができるた
め、均一な照度分布を得ることが可能となっている。
【００５７】
　以上のように、本発明の実施形態１・２に係る照明モジュール１００・２００は、（１
）光源１と、（２）光源１からの光が入射する入射面２１と、入射面２１に隣接し、かつ
互いに対向して、入射面２１から入射した光を全反射させる第１全反射面２３及び第２全
反射面２４と、入射面２１に対向し、第１全反射面２３及び第２全反射面２４の間を全反
射しながら進行した光を拡散させて出射する出射面２２とを有する導光体２と、を備える
。そして、この照明モジュール１００・２００を各種電子機器に搭載して照明装置とする
ことで、明暗の縞模様のない照度分布で、かつ必要な部分を必要な光量で照射できる装置
を実現することができる。なお、上記の実施形態１・２においては光源１をＬＥＤにより
構成したが、これに限定されるものではなく、例えば有機ＥＬ等、導光体２に光を結合可
能な光源であれば実現可能である。
【００５８】
　本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々
の変更が可能であり、本実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得
られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、床面等を照射する照射装置に適用することが可能である。
【符号の説明】
【００６０】
１　光源
２　導光体
３　固定部材
４　結合部反射部材
５　拡散反射層
１０　照明装置
２０　点灯部
２１　入射面
２２　出射面
２３　第１全反射面
２４　第２全反射面
１００・２００　照明モジュール
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